
北但行政事務組合議会の定例会の招集時期を定める規則 

 

平成 7年 6月 16 日 

規 則 第 36 号 

 

 

 北但行政事務組合議会の定例会は、毎年 2 月及び 10 月に招集する。ただし、管理者

が必要と認めた場合には、繰り上げ、又は繰り下げることができる。 

  附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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